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   山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則の一部を改正する規則の制定

について 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。 
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   山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則の一部を改正する規則 

 山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則（平成２７年１２月２２日教育委

員会規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「前項の規定による認定の申請は、」の次に「市が指定する電

子申請フォームによる申請又は」を加える。 

様式１号及び様式１号の２を次のように改める。 

  



  



  



附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 


